
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax Analysis
 

国家税務総局による増値税発

票発行に関する若干事項の明

確化 
 

国家税務総局は 2017年 5月 19日に 2017年第 16号公告（以下、「16号公

告」）を公布し、2017年 7月 1日から、企業に増値税普通発票を発行する際

に買い手企業の納税者識別番号又は統一社会信用コードを記入すべきことを明

確化した。 

 

公告の背景及び法規の内容 

 

増値税改革の全面的な実施に伴い、営業税納税者は増値税納税者に変わり、増

値税発票の発行を開始した。増値税専用発票は仕入税額控除に用いることがで

きるが、その悪用による脱税や税金詐取を防ぐため、増値税改革の初期におい

て、国家税務総局は増値税専用発票を対象に重点的に管理とモニタリングを実

施したが、増値税普通発票に対する監督管理は比較的に遅れていた。増値税専

用発票とは異なり、増値税普通発票を発行する際、既存の規定では買い手企業

の納税者識別番号の記入が強制されないため、増値税普通発票の発行にあたっ

て、税務機関は増値税発票システムを通じて、買い手企業を識別できないケー

スが多かった。このような制度の未整備はある意味において、増値税普通発票

の虚偽発行（特に、商品又はサービスの販売について増値税徴収の免除を受け

る納税者による発票の虚偽発行）にある程度の便宜を提供したともいえる。16

号公告の公布により、税務機関は増値税普通発票の発行の規範化を通じて、複

数種類の発票に対する全面的な監督管理を段階的に実現し、増値税改革試験の

全面的な実施を保障する。 

 

16号公告の主な内容は以下の通りである： 

 

1、増値税普通発票における買い手情報の記入に関する規範化 

 

 2017年 7月 1日から、買い手企業が売り手に増値税普通発票の発行を求

める際に、売り手に自身の納税者識別番号又は統一社会信用コードを提

示しなければならない。上述の企業には、会社、非会社制の企業法人、

企業の分支機構、個人独資企業、パートナシップ企業及びその他形式の

企業を含む。 
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 売り手が増値税普通発票を発行する際、「購入者の納税者識別番号」の

欄に買い手の納税者識別番号又は統一社会信用コードを記入しなければ

ならない。 

 

 規定に合致しない発票は、税務上の証憑として認められない。 

 

2、増値税発票記載内容の真実性の強調 

 

増値税発票は、実際の販売状況に基づき、事実通りに記入と発行を行うべきで

あり、買い手の要望に基づき、実際の取引状況と合致しない内容の記載された

発票を発行してはならない。販売プラットフォームシステムに増値税発票の金

税システムを組み込むことで、システム上で取引情報を取得し、発票の発行に

用いる場合、システム上で取得した発票の記載内容は、実際の取引状況と合致

するものでなければならない。 

 

コメント 

 

16号公告の実施に伴い、国内における経済取引に対する中国税務機関の管

理・コントロールの範囲と能力が大きく強化される。増値税普通発票に明記さ

れた納税者識別番号又は統一社会信用コードから買い手企業の識別が可能にな

ったことで、税務機関は税務ビッグデータに対する分析、及びそれに基づくリ

スクマネジメントを効果的に実現できる。 

 

同時に、企業のコンプライアンス義務が増えている。16号公告における「規

定に合致しない発票は、税務上の証憑として認められない」という規定に対し

て、「増値税普通発票を仕入税額控除に用いることができない以上、記入事項

の規範化にどのような意味があるか」という疑問を持つ企業は少なくない。即

ち、「7月 1日以降、増値税普通発票に買い手企業の納税者識別番号又は統一

社会信用コードを明記しない場合、買い手企業のどのような不利な影響をもた

らすか」が懸念事項となっている。国家税務総局による公告解読における「税

務上の証憑として認められず、税額計上、税金還付、税額控除などの税務業務

に用いることができない」という解釈を踏まえ、上述の不利な影響を下記の通

りまとめた。 

 

 関連の支出は、企業所得税上の損金算入ができない。 

 免税農産品を購入する場合、関連の支出は、控除できる仕入税額の計算

に用いることができない。 

 買い手が差額徴収方式を適用する場合、増値税の課税売上高を計算する

際、収入から関連の支出を控除できない。 

 

アドバイス 

 

企業が日常経営において、規定に合致する増値税普通発票を取得しない場合、

企業所得税と増値税に関する税務コストの増加を引き起こす可能性がある。ま

た、税務機関にとって、企業が規定に違反して増値税普通発票を不正に発行・

使用する行為（例えば、商品又はサービスについて虚偽の内容を記入した発票

を発行する行為、規定に合致しない増値税普通発票を取得することで、損金算

入の金額を増やす行為など）に対する識別は、従来よりも容易になる。 

 

上述の状況を踏まえて、関連の企業には以下の対応措置の検討を推奨する。 

 

1、買い手企業には、発票の取得・レビューに関するプロセスを更新するよう

推奨する。具体的には： 

 

 企業の担当者が増値税普通発票の発行を求める際、企業の納税者識別番

号又は統一社会信用コードを提示し、発票に正しく記載されているか否

かをその場で確認すること。 
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 企業の担当者が発票を審査する際、「納入者の納税者識別番号」の欄に記入された情報が正確であるか否かを重点

的にレビューすること。コンプライアンス違反のある発票は、審査を通さないこと。 

 手作業によるミスを減らすため、レビュープロセスをシステムに組み込むことで、発票のレビューについてシステ

ム運用を図ること。 

 

2、売り手には、以下の通りアドバイスする： 

 

 現在取り扱っている貨物/サービスの名称/内容、及び企業の販売プラットフォームシステム/増値税発票金税システ

ムの関連データを再整理/レビューし、記載内容が実際の取引内容に合致するよう確保すること。 

 販売システムのリアルタイム更新を行い、販売システムと発票発行システムをシームレスに整合することで、販売

システム上のデータと取引データの同期性を確保し、実際の取引状況と合致しない発票の発行を未然に防ぐこと。 

 

デロイトの税務サービスチームは引き続き、増値税発票に関する最新動向に注目し、最新の情報とデロイトの考察を適

時にシェアさせていただきます。 
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